
　　「商工会議所」とは

商工会議所は、「商工会議所法」という法律に基づき、組織・運営されている地域総合

経済団体です。

1 . 中小企業等の活力強化

2. 政策提言

3. 地域経済の活性化

中小企業等の活力強化

経営力向上

人脈拡大

販路開拓

経営相談

福利厚生

共済

情報収集

人材育成

政策提言

千葉県知事への要望

　　　船橋の顔

　　　魅力づくりへの支援

　　　新たな湾岸道路の早期建設

　　　物価高騰に対する中小企業への支援

船橋市長への要望

　　　街づくりの要望

　　　賃上げに対する補助・助成

　　　分離発注の積極的導入

　　　容積率緩和

　　　雨水対策

　　　新たな湾岸道路の早期建設

地域経済の活性化

地域振興委員会・調査研究

船橋市商業活性化協議会に参画

インフォメーションセンター運営協議会

異業種交流の推進

船橋市商業活性化事業（補助金申請事業）

・各種共済制度 ・貸会議室 ・健康診断 ・ＥＴＣコーポレートカード ・労働保険

事務委託 ・貿易証明の発給 ・会報誌での情報提供・情報発信

船橋商工会議所

3つのミッション

↓　商工会議所の
会員サービス　↓
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